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　出前講座のパンフレットや申込書は、
広聴広報課窓口や岩木・相馬総合支所、
各出張所または市ホームページから取得
できます。

出 前 講 座

弘前市弘前市

　市の職員が市民の皆さんの自主的な学習
会などに伺い、市の制度や取り組みなどを
説明します！

■■対市内在住または通勤・通学する５人以上
のグループ
利 用日と 時 間 年末年始を除く、午前９時
～午後９時の２時間以内
※㈯・㈰と㈷も利用可能／利用の日時に
ついて、調整をお願いする場合があります。
申 込 期 限 利用希望日の１カ月前
そ の 他 会場は市内とし、受講を希望する
グループで用意してください。
■■問広聴広報課（市役所２階、☎ 35-1194）

★自主防災組織の結成について（一般〈大学生／社会人〉）

★健康ひろさき 21 計画と健康づくり（小学生以上）

★知って選ぶ！飲み物と食べ物のひみつ（小学生以上）

◎「弘前市防災マップの活用」
◎「からだの健康講座」
◎「弘前市のごみの問題について」

令和令和８８年度新設メニュー年度新設メニュー

人気メニュー！人気メニュー！

暮らしの情報
　各種催しなどは、中止や内容変更となる場合がありますので、ご了承く
ださい。詳しくは各ホームページまたは各問い合わせ先で確認を。なお、
特別な記載がない場合は、参加料や入場料は無料で、申し込み
不要です。また、出演者の敬称は省略しています。
■市ホームページ   
https://www.city.hirosaki.aomori.jp ▲市 HP

　㈱資生堂みらい開発研究所より講師を招き、「健康
と美容 ～暮らしのリズム～」がテーマの講演と、肌
計測・生活習慣チェックアンケートを行います。
■■時３月 18 日㈬、午後６時～７時 40 分
■■所ヒロロ（駅前町）４階市民文化交流館ホール
■■対 40 人（先着順／男性の参加も可）
■■申 二次元コード、電話／３月 11 日㈬
まで
■■問企画課（☎ 26-6349）

健康・スポーツ

資生堂×弘前市
働く女性のための健康セミナー

 

◎定期開催（要事前予約） 

■■時 ３ 月 12 日 ㈭・25 日
㈬の午前 10 時～正午
■■所 ヒロロ（駅前町）３階
健康ホール
■■対 19 歳以上の市民＝各 25 人程度（先着順）
実 施 項 目 問診、身長・体重、体組成、血圧、内臓脂
肪、推定野菜摂取量（ベジチェック ®）、骨密度、握力、
立ち上がり、２ステップ、口腔（唾液）、結果説明
■■申 電話、市ホームページ内の弘前市電子
申請・届出システム
そ の 他 無料託児あり
■■問健康増進課（☎ 37-3750）

ヒロロで QOL 健診

市からのお知らせ 健康・スポーツ

令和８年度  令和８年度  弘前市農業持続化・効率化対策事業費補助金弘前市農業持続化・効率化対策事業費補助金
（通常タイプ）（通常タイプ）の公募を開始の公募を開始

公 募 期 間 ３月 19 日㈭～４月 10 日㈮
■■対市内農業者、市内に本店を有する農業法人、市内農
業者等で組織する団体
※「重点担い手枠」については別途要件あり。
事 業 メ ニュー と 補 助 対 象 経 費
①農業機械導入…農業経営に要する機械の導入経費
②農業用ハウス整備…農業用ハウスの整備費
③集出荷環境整備…荷捌き場等の整備費
④農作業安全対策…農作業事故の低減につながる機械
の導入経費

補 助 率・補 助 上 限 額
※補助率は補助対象経費の実支出額（税抜き）に対する割合です。

【重点担い手枠】２分の１に相当する額以内（上限額
…①・②＝ 100 万円）

【多様な担い手枠】３分の１に相当する額以内（上限
額…①＝ 30 万円／③＝ 25 万円）または２分の１に
相当する額以内（上限額…④＝ 50 万円）
■■問 農 政 課（ ①・ ③・ ④ … 農 地 支 援 係

〈☎ 40-0656〉／②…農産係〈☎ 40-
0504〉）

土地・家屋の価格等の縦覧および閲覧
　固定資産税の納税者が自らの固定資産と他の固定資
産の評価額を比較できるよう、縦覧を実施します。
　市内に土地・家屋・償却資産を所有する人（１月１
日現在）は、年間を通して固定資産税課税台帳を１件
300 円で閲覧できますが、縦覧期間中は無料です。
縦 覧 期 間 ４月１日㈬～６月１日㈪の平日、午前８時
30 分～午後５時
縦 覧 場 所 資産税課（市役所２階）、岩木総合支所民
生課（賀田１丁目）、相馬総合支所民生課（五所字野沢）
■■対・縦 覧 内 容 市内に所有する土地の固定資産税納税
者…土地価格等縦覧帳簿（所在・地番・地目・地積・
価格を記載）／家屋の固定資産税納税者…家屋価格等
縦覧帳簿（所在・家屋番号・種類・構造・床面積・価
格を記載）
■■持 納税者本人（あるいは代理人）であることを確認で
きるもの（運転免許証、マイナンバーカードなど）
※代理人は納税者本人からの委任状（同意書）も必要
■■問 資産税課土地係（☎ 40-7028）、家屋係（☎ 40-
7029）／岩木総合支所民生課（☎ 82-1628）／相

馬総合支所民生課（☎ 84-2113）
※令和８年度の固定資産税・都市計画税の納税通知書
は５月上旬に送付予定

住所・名前の変更登記が義務化されます
　登記簿を見ても所有者の住所や氏名がわからない

「所有者不明土地」が社会問題となっているため、令
和８年４月１日から、これまで任意だった住所、氏名
および会社・法人の名称の変更登記が義務化されます。
　住所等の変更の日から２年以内に変更登記を法務局
に申請する必要があります。また、令和８年４月１日
以前に変更があった場合も、令和 10 年３月 31 日ま
でに申請する必要があります。
　詳しくは、法務省ホームページを確認
するか最寄りの法務局（事前予約制）や
登記の専門家である司法書士、司法書士
会等にご相談ください。

■■問青森地方法務局弘前支局（☎ 26-1150）

固定資産税に関するお知らせ固定資産税に関するお知らせ

夜間・休日納税相談

平日の日中に納税相談ができない人のために、夜間・休日に納税相談日を設けています。

夜 間 納 税 相 談 ３月16日㈪～19日㈭の午後５時～７時30分
休 日 納 税 相 談 ３月22日㈰の午前９時～午後４時

納期限までに納付できない事情がある人は、未納のままにせずご連絡ください。
夜間・休日納税相談では、電話相談や、市税・国民健康保険料などの納付もできます。

■■問収納課（市役所２階、☎40-7032、☎40-7033）

特別な理由がなく納付や
連絡がない場合は、滞納
処分を執行することが
あります。

まずはご相談を！

※本事業の実施は、令和８年度予算の成立をもって正式に決定となります。

正当な理由がなく住所等変更登記をしない場合は
５万円以下の過料が科される可能性があります。

市からの大切なお知らせ

https://www.city.hirosaki.aomori.jp/jouhou/koho/demae.html
https://www.city.hirosaki.aomori.jp
https://customform.jp/form/input/238193
https://www.city.hirosaki.aomori.jp/oshirase/fukushi/qol-teiki.html
https://www.city.hirosaki.aomori.jp/sangyo/nogyo/syouryokuka.html
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00687.html

